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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオン電池に定電流充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、
　前記定電流充電は、少なくとも３回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３
回の連続された充電段階のなかに、連続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記
第２充電段階は、前記第１および第３充電段階の設定電流値より低く設定された設定電流
値を持ち、
　前記リチウムイオン電池の負極活物質は、黒鉛を含み、前記第２充電段階は、前記黒鉛
の結晶状態が変化する充電状態において行なわれることを特徴とするリチウムイオン電池
の充電方法。
【請求項２】
　リチウムイオン電池に定電力充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、
　前記定電力充電は、少なくとも３回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３
回の連続された充電段階のなかに、連続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記
第２充電段階は、前記第１および第３充電段階の設定電力値より低く設定された設定電力
値を持ち、
　前記リチウムイオン電池の負極活物質は、黒鉛を含み、前記第２充電段階は、前記黒鉛
の結晶状態が変化する充電状態において行なわれることを特徴とするリチウムイオン電池
の充電方法。
【請求項３】
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　充電及び放電が不規則に繰り返される制御時に於いて、前記第２充電段階において充電
される前記設定電流値もしくは前記設定電力値の上限値が、前記第１及び前記第３充電段
階において充電される前記設定電流値もしくは前記設定電力値の上限値よりも低く設定さ
れる請求項１または２に記載のリチウムイオン電池の充電方法。
【請求項４】
　前記第２充電段階において１回以上の充電を休止する休止期間が設けられていることを
特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法。
【請求項５】
　前記設定電流値もしくは前記設定電力値は、前記リチウムイオン電池の温度もしくは、
前記リチウムイオン電池の周囲温度によって変更されることを特徴とする請求項１ないし
４のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法。
【請求項６】
　リチウムイオン電池と、
　請求項１ないし５のいずれかに記載のリチウムイオン電池の充電方法により前記リチウ
ムイオン電池の充電制御を行う充電制御部と、
を備えることを特徴とする電池搭載機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン電池の充電方法及び電池搭載機器に関し、特に多段階に充電
段階を持つものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球規模での環境的観点より、２次電池への期待が高まってきている。すなわち
、電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＥＶ）や電動バイクなどの動力源として
の用途や、ソーラ発電や風力発電など自然エネルギー発電との併用など、ＣＯ２排出量削
減のための重要なキーアイテムとして注目されている。その中でも、リチウムイオン二次
電池は、エネルギー密度が高く、小型軽量化が見込まれるため、特に期待が高い。
【０００３】
　リチウムイオン二次電池では、設定電圧以上で充電された場合、電池特性が著しく損な
われ、充放電サイクルに伴う容量や電池の内部直流抵抗（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ
　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　以下　ＤＣ－ＩＲと称す）の劣化が加速さ
れる。そのため、リチウムイオン二次電池の一般的な充電方法として、設定電圧までは定
電流で充電を行い、その後、設定電圧以上に電池電圧が上昇しないように充電電流を連続
的に制御する定電圧充電を行っている。ＥＶやＨＥＶなどでは、定電流のかわりに定電力
による充電が行われる。以下、定電流をＣＣ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）、定
電圧をＣＶ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｖｏｌｔａｇｅ）、定電力をＣＷ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　
Ｗａｔｔ）と称す。
【０００４】
　リチウムイオン二次電池では、一般的に炭素材料が負極材料として用いられている。電
池を充電すると、正極から放出されたリチウムイオンが負極の炭素材料の中に挿入される
。この充電時に、電池の能力を超えた非常に高い電流値で充電されると、炭素材料へのリ
チウムイオンの挿入反応が間に合わず、リチウム金属として析出する場合がある。この場
合、析出したリチウム金属は、電解液と反応し、充放電に寄与しない不可逆なリチウム化
合物となる。その結果、電池の容量が低下し、規格の充電電流の範囲内で利用する場合よ
りも早く電池の容量が低下することとなる。すなわち、大きい充電電流で充電を行うと、
充電にかかる時間を短く出来る反面、電池へダメージが与えられ、二次電池としての寿命
特性が損なわれることになる。
【０００５】
　充電中には電池を使うことが出来ないため、一般的に充電時間の短い電池が要望されて
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いる。しかるに、高容量と急速充電は、両立することが困難で、急速充電が出来る電池を
設計するためには、ある程度容量を犠牲にせざるを得ない。
【０００６】
　そこで、特許文献１では、ＣＣ充電、ＣＶ充電を多段階で行い、充電深度（Ｓｔａｔｅ
　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ　以下ＳＯＣ）にともない設定電流値を減少させることにより、電
池へのダメージを低減しながら充電時間を短くする提案を行っている。
【０００７】
　また、特許文献２では、特許文献１と同様に、ＣＣ充電、ＣＶ充電を多段に組み合せる
ことによって高いＳＯＣで電流を小さく設定し、リップル電流によるパルス波を用いるこ
とで、設定された電圧以上に電池電圧が上昇しないような提案を行っている。
【０００８】
　さらには、特許文献３では、電池の製造時、初回の充電において被膜が形成される化学
反応が起こる電圧で電圧を一定に保つＣＶ充電を行うことで活物質の表面に均一な被膜を
形成し、さらにはＣＣ充電、ＣＶ充電を多段に組み合わせ、複数層の被膜を形成して電池
の特性を良化させる提案を行っている。
【０００９】
　電池の寿命特性を損なうことなく、充電方法のみの工夫で急速充電を実現することがで
きれば、電池容量を維持したまま電池の利便性を向上することが出来る。
【００１０】
　負極の電流を流していないときの電位（Ｏｐｅｎ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｖｏｌｔａｇｅ　
以下ＯＣＶと称す。）は、リチウムが析出する電位（０Ｖ　ｖｓ．Ｌｉ）よりも高い位置
にある。電池メーカーが推奨する電流値を用いた通常充電では、電流を流しているときの
電位（Ｃｌｏｓｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｖｏｌｔａｇｅ　以下ＣＣＶと称す。）は、まだリ
チウムが析出する電位にはならないように、一般的に設計されている。
【００１１】
　しかるに、さらに大きい電流値で急速充電を行うと、負極の抵抗が一定と想定した場合
は、負極の電位が低くなるＳＯＣの高い領域で、負極のＣＣＶがリチウムの析出する電位
以下になり、負極上にリチウムが析出する。その結果、前記したメカニズムで電池の劣化
が促進される。
【００１２】
　これより、特許文献１では、ＳＯＣが高くなるに従い電流を低減、すなわち負極のＯＣ
Ｖが低くなるにともない電流を減少させる制御を提案している。この結果、充電の初期で
は、大きい電流値で急速充電が可能であるが、充電の後半では、必要以上に電流値が減少
するため、充電時間の短縮が効率的に実施できない。
【００１３】
　また、特許文献２では、充電の中期でＣＶ充電によって電流を減少させる制御を行って
いるが、ＣＶ充電では目的の値まで電流を減少させるのに時間を要してしまい、電池への
ダメージが進んでしまう。また、目的の電流値に到達した以降も電流値は減少し続けるた
め、必要以上に充電時間がかかることになる。すなわち、ＣＶ充電による電流の制御では
、電池へのダメージ抑制と充電時間の短縮との何れの目的に於いても、十分な効果を得る
ことが出来ない。
【００１４】
　さらには、特許文献３では、特許文献１，２と同様のＣＣ充電、ＣＶ充電の多段充電を
提案しているが、電池の製造時のみで行い、化学反応を正確に行う目的であるため、急速
充電と比べると非常に低い電流値（０．２Ｉｔ）で実施されている。化学反応の促進が目
的であるため、初回充電時のみの充電制御方法が対象であり、電圧の設定値もＳＯＣでは
なく、被膜形成反応が進む電位で設定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
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【特許文献１】特開２０１１－２４４１２号公報
【特許文献２】特開平９－１２１４６２号公報
【特許文献３】特開２００２－２０３６０９号公報
【発明の概要】
【００１６】
　そこで、本発明は、寿命特性を損なうことなく急速充電が可能となる効率的なリチウム
イオン電池の充電方法及び当該充電方法が用いられる電池搭載機器を提供することを目的
とする。
【００１７】
　本発明の一局面に係るリチウムイオン電池の充電方法は、リチウムイオン電池に定電流
充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、前記定電流充電は、少なくとも３回
の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３回の連続された充電段階のなかに、連
続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記第２充電段階は、前記第１および第３
充電段階の設定電流値より低く設定された設定電流値を持つ。
【００１８】
　本発明の他の局面に係るリチウムイオン電池の充電方法は、リチウムイオン電池に定電
力充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、前記定電力充電は、少なくとも３
回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３回の連続された充電段階のなかに、
連続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記第２充電段階は、前記第１および第
３充電段階の設定電力値より低く設定された設定電力値を持つ。
【００１９】
　本発明の一局面に係る電池搭載機器は、リチウムイオン電池と、上記のリチウムイオン
電池の充電方法により前記リチウムイオン電池の充電制御を行う充電制御部と、を備える
。
【００２０】
　本発明によれば、リチウムイオン二次電池の充電方法を最適化することによって、電池
の容量や寿命特性を犠牲にすることなく充電にかかる時間を短縮し、電池の利便性を向上
することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に用いられるリチウムイオン二次電池のＳＯＣにともなうＤ
Ｃ－ＩＲの変化を示すグラフ
【図２】本発明の一実施形態に用いられるリチウムイオン二次電池のＳＯＣにともなうＯ
ＣＶおよびＤＣ－ＩＲの変化を示す模式図
【図３】本発明の一実施形態に用いられる充電システムの構成を示すブロック図
【図４】本発明の一実施形態に用いられるリチウムイオン二次電池の縦断面図
【図５】比較例１～３及び実施例１～１０の結果を示す図
【図６】比較例４及び実施例１１，１２の結果を示す図
【図７】実施例２，１３の結果を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施
の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではな
い。
【００２３】
　本実施形態のリチウムイオン電池の充電方法は、リチウムイオン電池に定電流充電また
は定電力充電を行うリチウムイオン電池の充電方法である。前記定電流充電は、少なくと
も３回の連続された定電流充電段階からなる。前記少なくとも３回の連続された定電流充
電段階のなかに、連続された第１、第２、第３定電流充電段階が含まれる。第２定電流充
電段階は、前記第１および第３定電流充電段階の設定電流値より低く設定された設定電流
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値を持つ。
【００２４】
　また、前記定電力充電は、少なくとも３回の連続された定電力充電段階からなる。前記
少なくとも３回の連続された定電力充電段階のなかに、連続された第１、第２、第３定電
力充電段階が含まれる。第２定電力充電段階は、前記第１および第３定電力充電段階の設
定電力値より低く設定された設定電力値を持つ。
【００２５】
　本実施形態に用いられるリチウムイオン二次電池は、正極、負極、正極と負極との間に
配されるセパレータおよび非水電解質を含み、負極が、負極芯材および負極芯材に付着し
た負極合剤層を含み、負極合剤層が、黒鉛粒子と、黒鉛粒子間を接着する結着剤とを含む
ことが好ましい。
【００２６】
　この負極に黒鉛材料を用いたリチウムイオン二次電池のＤＣ－ＩＲを詳細に解析すると
、図１に示すような抵抗プロファイルが得られた。縦軸がＤＣ－ＩＲ、横軸がＳＯＣを示
している。図１は、２５℃において、放電状態から一定量ずつの充電を行い、それぞれの
ＳＯＣでＤＣ－ＩＲの測定を行ったものである。図１では、電流値を０．５Ｉｔとしてパ
ルス充電を行って、ＤＣ－ＩＲを測定している。パルス充電におけるオンのパルス幅は、
０．２秒、２秒、５秒、１０秒、１５秒、２０秒、３０秒の７種類で測定を行った。また
、パルス充電におけるオフのパルス幅は、３０秒とした。なお、１Ｉｔは、満充電の電池
を放電したときに１時間で全電池容量を放電できる電流値である。
【００２７】
　前記測定により、図１に示されるように、ＳＯＣの３０％以下、６０％、９０％以上で
ＤＣ－ＩＲの増加が確認された。特に、６０％での増加は、パルス時間（オンのパルス幅
）が１０秒以上のパルス充電でのみ発生していることが判る。パルス時間（オンのパルス
幅）が１０秒以上のパルス充電でのみ発生していることから、比較的遅く発現する抵抗成
分で在ることが判る。このことから、この抵抗成分は、電解液中のリチウムイオンの移動
抵抗ではなく、活物質内での固相内でのリチウムイオンの移動抵抗であることが予想され
る。
【００２８】
　更なる鋭意研究の結果、ＳＯＣの３０％以下、および９０％以上でのＤＣ－ＩＲの増加
は、正極と負極の混合、つまり正極及び負極の両方を原因とするものであり、ＳＯＣの６
０％でのＤＣ－ＩＲの増加は、負極単独の原因によるものであることを解明した。
【００２９】
　黒鉛材料へのＬｉイオン挿入反応において、Ｌｉイオンの挿入量に伴い黒鉛の結晶状態
が段階的に変化する。黒鉛の結晶状態は、満充電状態から放電するにともない、順に第１
（１ｓｔ）ステージ、第２（２ｎｄ）ステージ、第３（３ｒｄ）ステージと変化する。負
極のＤＣ－ＩＲの増加は、このステージと呼ばれる黒鉛の結晶状態が別のステージに移行
するポイント付近で発生することが確認された。
【００３０】
　これより、ＳＯＣの６０％でのＤＣ－ＩＲの増加は、負極のＬｉイオンが挿入される黒
鉛のステージ構造（結晶状態）が、充電時には、放電時と逆に２ｎｄステージから１ｓｔ
ステージへ変化する時に一時的に負極において生じているものと推察される。
【００３１】
　図２は、ＳＯＣの変化に対する、前記した負極のＤＣ－ＩＲ２１と電位、特に、ＯＣＶ
２２の変化を模式的に示している。負極のＤＣ－ＩＲ２１とＯＣＶ２２の関係より、横軸
のＳＯＣを領域（１）、（２）、（３）、（４）の４つの領域に区分した。領域（１）は
、負極のＯＣＶ２２が高いため、負極のＤＣ－ＩＲ２１の大きさに関わらずリチウムが析
出しにくい領域である。領域（２）は、負極のＤＣ－ＩＲ２１が大きく、かつ負極のＯＣ
Ｖ２２が低いためリチウムが析出しやすい領域である。領域（３）は、負極のＯＣＶ２２
が低いが、ＤＣ－ＩＲ２１も小さいため比較的リチウムが析出しにくい領域である。領域
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（４）は、負極のＤＣ－ＩＲ２１が大きくかつ負極のＯＣＶ２２も低いためリチウムが析
出しやすい領域である。
【００３２】
　これらの各領域の特徴をまとめると、領域（１）と（３）とは、比較的電流値が大きく
てもリチウムが析出しにくい領域、領域（２）と（４）とは、電流値を小さく制限しない
とリチウムが析出する領域と説明できる。
【００３３】
　これらのことより、特許文献１に在るように、単純に負極ＯＣＶに従って電流値を絞ら
なくても、（２）、（４）の領域のみで電流を制限さえすれば、（３）の領域で再び電流
値を増加させる事が可能であり、電池にダメージを与えることなく、より効率的な急速充
電を実施することが出来る。
【００３４】
　そこで、本実施形態に係るリチウムイオン二次電池の充電方法は、リチウムイオン電池
に定電流充電を行う。なお、定電流充電に引き続いて定電圧充電を行ってもよい。定電流
充電は、少なくとも３回の連続された定電流充電段階からなる。
【００３５】
　定電流充電は、本実施形態では例えば、充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの定電
流充電段階（図２の領域（１）に対応）と、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電
流充電段階（図２の領域（２）に対応）と、ＳＯＣが６０％から８０％になるまでの定電
流充電段階（図２の領域（３）に対応）と、ＳＯＣが８０％から充電電圧が４．２Ｖにな
るまでの定電流充電段階（図２の領域（４）に対応）と、からなる。
【００３６】
　ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電流充電段階（第２充電段階の一例に相当）
における設定電流値は、その前後の定電流充電段階、すなわち充電開始からＳＯＣが４０
％になるまでの定電流充電段階（第１充電段階の一例に相当）と、ＳＯＣが６０％から８
０％になるまでの定電流充電段階（第３充電段階の一例に相当）とにおける各設定電流値
より低く設定されている。これにより、電池にダメージを与えることなく、最も早い時間
で効率的に急速充電を行うことが出来る。
【００３７】
　また一方で、本実施形態に係るリチウムイオン二次電池の充電方法は、リチウムイオン
電池に定電力充電を行ってもよい。なお、定電力充電に引き続いて定電圧充電を行っても
よい。定電力充電は、少なくとも３回の連続された定電力充電段階からなる。
【００３８】
　定電力充電は、本実施形態では例えば、充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの定電
力充電段階（図２の領域（１）に対応）と、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電
力充電段階（図２の領域（２）に対応）と、ＳＯＣが６０％から８０％になるまでの定電
力充電段階（図２の領域（３）に対応）と、ＳＯＣが８０％から充電電圧が４．２Ｖにな
るまでの定電力充電段階（図２の領域（４）に対応）と、からなる。
【００３９】
　ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電力充電段階（第２充電段階の一例に相当）
における設定電力値は、その前後の定電力充電段階、すなわち充電開始からＳＯＣが４０
％になるまでの定電力充電段階（第１充電段階の一例に相当）と、ＳＯＣが６０％から８
０％になるまでの定電力充電段階（第３充電段階の一例に相当）とにおける各設定電力値
より低く設定されている。これによっても、電池にダメージを与えることなく、最も早い
時間で効率的に急速充電を行うことが出来る。
【００４０】
　また、負極活物質として黒鉛材料を含むリチウムイオン二次電池に於いて、この第２充
電段階が行なわれる領域（以下、領域Ａと称す）は、リチウムイオン二次電池の負極に用
いられている黒鉛材料の充電状態（結晶状態）が２ｎｄステージから１ｓｔステージに変
化する時点を含む充電状態、すなわち図２の（２）の領域を含むことを特徴とする充電方



(7) JP 5810320 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

式である。（２）の領域では、負極のＤＣ－ＩＲが大きいため、充電電流を低減すること
により電池へのダメージを抑制することが出来る。
【００４１】
　さらに、この領域Ａが、当該電池において放電状態から充電方向へ充電深度を変えて直
流電流によって測定された電池のＤＣ－ＩＲの値を基に、前記ＤＣ－ＩＲ値が充電初期及
び充電末期以外で大きくなる領域を含む。すなわち、領域Ａは、正極及び負極のＤＣ－Ｉ
Ｒが共に大きくなる充電の初期および充電の末期ではなく、充電の中期で負極の充電状態
（黒鉛の結晶状態）が２ｎｄステージから１ｓｔステージに変化する領域であって、負極
の抵抗（ＤＣ－ＩＲ）のみが大きくなる前記（２）の領域を含むものである。このように
、本実施形態では、定電流充電または定電力充電の中期において、負極の抵抗（ＤＣ－Ｉ
Ｒ）が増大するＳＯＣにおける設定電流値または設定電力値を、その前後（ＳＯＣの低い
側及び高い側）における設定電流値または設定電力値に比べて小さくしている。
【００４２】
　使用する電池を取り替えたり、電池が劣化したりすることにより、前記（２）の領域の
位置が変化する事が想定される。何れかの理由により、充電器側が充電電流を減少させる
領域Ａと電池の負極ＤＣ－ＩＲが増加する（２）の領域が一致しなくなった場合、急速充
電の効率が低下するだけでなく、電池の劣化も加速される可能性がある。
【００４３】
　このような問題を解決するため、定期的もしくは、不定期にＤＣ－ＩＲ測定を行い、測
定されたＤＣ－ＩＲ値、すなわち（２）の領域に合わせて、定電流値または定電力値を制
限する領域Ａの位置を調整して充電することが望ましい、これにより、電池の変化に合わ
せ、最も効率よく電池へのダメージが少ない充電制御方法を実現することが出来る。
【００４４】
　前記のＤＣ－ＩＲの測定は、パルス充電におけるオンのパルス幅が５秒以上、オフのパ
ルス幅が３０秒程度、電流値が０．２から１０Ｉｔの範囲で行うことにより、（２）の領
域を精度良く確定することが出来る。
【００４５】
　ＥＶ、ＨＥＶや電動バイク等の車両に用いられる電池の場合は、車両の使用中、すなわ
ち電池の放電中に於いても、不規則かつ様々なレート（例えば放電時間に対する充電時間
の比率）で充電が繰り返される。すなわち、電池の充電と放電とが任意のタイミングで切
り替えられる。このような場合に於いても、前記した領域Ａに於いて充電される電流値も
しくは電力値の上限値が、この領域Ａ以外の領域で充電される電流値もしくは電力値の上
限値よりも低く設定されるようにしてもよい。これにより、電池へのダメージを抑制する
ことが出来る。
【００４６】
　前記の領域Ａに於いて１回以上の休止が入ることによって、リチウムイオンの移動によ
る遅れが追いつくため、電池へのダメージを抑制することが出来る。
【００４７】
　また、電池の内部抵抗は温度によって変化するため、前記した領域Ａの電流値もしくは
電力値を電池の温度もしくは、電池の周囲温度によって変更してもよい。これによって、
より効率よく電池へのダメージが少ない充電制御方法を実現することが出来る。
【００４８】
　上述した充電制御方法によって制御されることにより、リチウムイオン電池の寿命特性
が飛躍的に向上し、当該リチウムイオン電池の搭載機器の長期にわたる性能や信頼性が格
段に向上する。上述した充電制御方法により充電が制御されるリチウムイオン電池が搭載
される電池搭載機器の事例としては、ノートＰＣ、携帯電話などの小型情報端末、ハイブ
リッド自動車や電気自動車の様な動力車両、自然エネルギーなどにより生成された電力を
蓄える蓄電装置などが挙げられる。
【００４９】
　図３は、充電システムの構成を示すブロック図である。図３を用いて、たとえば、電気
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自動車で使用される充電システム４００に関する好ましい実施形態が説明される。
【００５０】
　充電システム４００は、バッテリー４０５、チャージャ４１０、バッテリー管理システ
ム（ＢＭＳ）４１５、サブシステム４２０を含む。通信バス４２５はサブシステム４２０
とＢＭＳ４１５とを結合する。通信バス４３０はＢＭＳ４１５とチャージャ４１０とを結
合する。通信バス４３５はバッテリー４０５とサブシステム４２０とを結合する。
【００５１】
　バッテリー４０５は、直列接続された複数のリチウムイオン二次電池１を含む。リチウ
ムイオン二次電池１は、例えば後述のように作製される。チャージャ４１０は、回生モー
タ４４０もしくは外部電源４５０に接続されている。チャージャ４１０は、回生モータ４
４０もしくは外部電源４５０から電力の供給を受けて、バッテリー４０５に充電電流及び
充電電圧を供給する。
【００５２】
　サブシステム４２０は、たとえば、電圧、ＳＯＣ、温度、およびＢＭＳ４１５によって
使用されるその他の適用可能なデータなど、バッテリー４０５に関して上述した充電方法
の実行に必要なデータを収集する。サブシステム４２０は、例えばバッテリー４０５の端
子電圧を検出する。サブシステム４２０は、例えばバッテリー４０５に流れる電流を検出
する。サブシステム４２０は、例えばバッテリー４０５の温度を検出する。サブシステム
４２０は、例えばバッテリー４０５のＳＯＣを算出する。サブシステム４２０は、通信バ
ス４２５を介して、検出した電圧、電流、温度、算出したＳＯＣを、ＢＭＳ４１５に出力
する。
【００５３】
　ＢＭＳ４１５は、サブシステム４２０から出力されるデータを用いて、上記実施形態で
説明された充電方法によって確立されたプロファイルに従って、チャージャ４１０による
充電動作を制御する。すなわち、ＢＭＳ４１５は、サブシステム４２０から出力されるバ
ッテリー４０５のＳＯＣに基づいて、例えば、定電流充電を実行する。なお、ＢＭＳ４１
５は、定電流充電に引き続いて定電圧充電を実行してもよい。
【００５４】
　ＢＭＳ４１５は、例えば定電流充電として、充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの
定電流充電段階と、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電流充電段階と、ＳＯＣが
６０％から８０％になるまでの定電流充電段階と、ＳＯＣが８０％から充電電圧が４．２
Ｖになるまでの定電流充電段階と、に分けて、チャージャ４１０による充電動作を制御す
る。
【００５５】
　ＢＭＳ４１５は、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電流充電段階（第２充電段
階の一例に相当）における設定電流値は、その前後の定電流充電段階、すなわち充電開始
からＳＯＣが４０％になるまでの定電流充電段階（第１充電段階の一例に相当）と、ＳＯ
Ｃが６０％から８０％になるまでの定電流充電段階（第３充電段階の一例に相当）とにお
ける各設定電流値より低く設定する。
【００５６】
　あるいはまた、ＢＭＳ４１５は、サブシステム４２０から出力されるバッテリー４０５
のＳＯＣに基づいて、例えば、定電力充電を実行する。なお、ＢＭＳ４１５は、定電力充
電に引き続いて定電圧充電を実行してもよい。
【００５７】
　ＢＭＳ４１５は、例えば定電力充電として、充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの
定電力充電段階と、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電力充電段階と、ＳＯＣが
６０％から８０％になるまでの定電力充電段階と、ＳＯＣが８０％から充電電圧が４．２
Ｖになるまでの定電力充電段階と、に分けて、チャージャ４１０による充電動作を制御す
る。
【００５８】
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　ＢＭＳ４１５は、ＳＯＣが４０％から６０％になるまでの定電力充電段階（第２充電段
階の一例に相当）における設定電力値は、その前後の定電力充電段階、すなわち充電開始
からＳＯＣが４０％になるまでの定電力充電段階（第１充電段階の一例に相当）と、ＳＯ
Ｃが６０％から８０％になるまでの定電力充電段階（第３充電段階の一例に相当）とにお
ける各設定電力値より低く設定する。
【００５９】
　また、ＢＭＳ４１５は、サブシステム４２０から出力される温度に基づき、設定電流値
または設定電力値を変更してもよい。例えば、ＢＭＳ４１５は、サブシステム４２０から
出力される温度が上昇すると設定電流値または設定電力値を増大し、温度が低下すると設
定電流値または設定電力値を低減してもよい。また、ＢＭＳ４１５は、ＳＯＣが４０％か
ら６０％になるまでの定電流充電段階または定電力充電段階において、充電を休止する休
止期間を１回以上設けてもよい。
【００６０】
　また、ＢＭＳ４１５は、バッテリー４０５の放電中において、不規則に定電流充電を繰
り返してもよい。この場合において、ＢＭＳ４１５は、ＳＯＣが４０％から６０％になる
までの定電流充電段階における電流値の上限値を、その前後の定電流充電段階、すなわち
充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの定電流充電段階における電流値の上限値より低
く設定し、ＳＯＣが６０％から８０％になるまでの定電流充電段階における電流値の上限
値より低く設定してもよい。
【００６１】
　また、ＢＭＳ４１５は、バッテリー４０５の放電中において、不規則に定電力充電を繰
り返してもよい。この場合において、ＢＭＳ４１５は、ＳＯＣが４０％から６０％になる
までの定電力充電段階における電力値の上限値を、その前後の定電力充電段階、すなわち
充電開始からＳＯＣが４０％になるまでの定電力充電段階における電力値の上限値より低
く設定し、ＳＯＣが６０％から８０％になるまでの定電力充電段階における電力値の上限
値より低く設定してもよい。図３に示される実施形態において、ＢＭＳ４１５は、充電制
御部の一例に相当する。
【００６２】
　なお、図３では、バッテリー４０５は、直列接続されたバッテリーセル群として示され
ているが、セルの配置は多数の異なる配置の直並列接続されたセルの組合せであってもよ
い。また、別の実施形態として、サブシステム４２０はＢＭＳ４１５の一部であってもよ
い。さらに、別の実施形態として、ＢＭＳ４１５はチャージャ４１０の一部であってもよ
い。
【００６３】
　本実施形態に用いられるリチウムイオン電池の負極は、負極活物質として黒鉛粒子を含
む。ここでは、黒鉛粒子とは、その内部に黒鉛構造を有する領域を含む粒子の総称である
。よって、黒鉛粒子には、天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛化メソフェーズカーボン粒子などが
含まれる。
【００６４】
　広角Ｘ線回折法で測定される黒鉛粒子の回折像は、（１０１）面に帰属されるピークと
、（１００）面に帰属されるピークとを有する。ここで、（１０１）面に帰属されるピー
クの強度Ｉ（１０１）と、（１００）面に帰属されるピークの強度Ｉ（１００）との比は
、０．０１＜Ｉ（１０１）／Ｉ（１００）＜０．２５を満たすことが好ましく、０．０８
＜Ｉ（１０１）／Ｉ（１００）＜０．２を満たすことが更に好ましい。なお、ピークの強
度とは、ピークの高さを意味する。
【００６５】
　黒鉛粒子の平均粒径は、１４～２５μｍが好ましく、１６～２３μｍが更に好ましい。
平均粒径が上記範囲に含まれる場合、負極合剤層における黒鉛粒子の滑り性が向上し、黒
鉛粒子の充填状態が良好となり、黒鉛粒子間の接着強度の向上に有利である。なお、平均
粒径とは、黒鉛粒子の体積粒度分布におけるメディアン径（Ｄ５０）を意味する。黒鉛粒
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子の体積粒度分布は、例えば市販のレーザ回折式の粒度分布測定装置により測定すること
ができる。
【００６６】
　黒鉛粒子の平均円形度は、０．９～０．９５が好ましく、０．９１～０．９４が更に好
ましい。平均円形度が上記範囲に含まれる場合、負極合剤層における黒鉛粒子の滑り性が
向上し、黒鉛粒子の充填性の向上や、黒鉛粒子間の接着強度の向上に有利である。なお、
平均円形度は、４πＳ／Ｌ２（ただし、Ｓは黒鉛粒子の正投影像の面積、Ｌは正投影像の
周囲長）で表される。例えば、任意の１００個の黒鉛粒子の平均円形度が上記範囲である
ことが好ましい。
【００６７】
　黒鉛粒子の比表面積Ｓは、３～５ｍ２／ｇが好ましく、３．５～４．５ｍ２／ｇが更に
好ましい。比表面積が上記範囲に含まれる場合、負極合剤層における黒鉛粒子の滑り性が
向上し、黒鉛粒子間の接着強度の向上に有利である。また、黒鉛粒子の表面を被覆する水
溶性高分子の好適量を少なくすることができる。
【００６８】
　黒鉛粒子の表面を水溶性高分子で被覆するために、以下の製造方法で負極を製造するこ
とが望ましい。
【００６９】
　好ましい製造方法は、黒鉛粒子と、水と、水に溶解した水溶性高分子とを混合し、得ら
れた混合物を乾燥させて、乾燥混合物とする工程（工程（ｉ））を含む。例えば、水溶性
高分子を水中に溶解させて、水溶性高分子水溶液を調製する。得られた水溶性高分子水溶
液と黒鉛粒子とを混合し、その後、水分を除去して、混合物を乾燥させる。このように、
混合物を一旦乾燥させることにより、黒鉛粒子の表面に水溶性高分子が効率的に付着し、
水溶性高分子による黒鉛粒子表面の被覆率が高められる。
【００７０】
　水溶性高分子水溶液の粘度は、２５℃において、１０００～１００００ｍＰａ・ｓに制
御することが好ましい。粘度は、Ｂ型粘度計を用い、周速度２０ｍｍ／ｓで、５ｍｍφの
スピンドルを用いて測定する。また、水溶性高分子水溶液１００重量部と混合する黒鉛粒
子の量は、５０～１５０重量部が好適である。
【００７１】
　正極は、非水電解質二次電池の正極として用いることのできるものであれば、特に限定
されない。正極は、例えば、正極活物質と、カーボンブラックなどの導電剤と、ポリフッ
化ビニリデンなどの結着剤とを含む正極合剤スラリーを、アルミニウム箔などの正極芯材
に塗布し、乾燥し、圧延することにより得られる。正極活物質としては、リチウム含有遷
移金属複合酸化物が好ましい。リチウム含有遷移金属複合酸化物の代表的な例としては、
ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＭｎＯ２などを挙げることができる
。
【００７２】
　なかでも、高容量を確保しつつ、ガス発生を抑制する効果がより顕著に得られる点から
、正極は、リチウムおよびニッケルを含む複合酸化物を含むことが好ましい。この場合、
複合酸化物に含まれるニッケルのリチウムに対するモル比が、３０～１００モル％である
ことが好ましい。
【００７３】
　複合酸化物は、更に、マンガンおよびコバルトよりなる群から選ばれる少なくとも１種
を含むことが好ましく、リチウムに対するマンガンおよびコバルトの合計のモル比は７０
モル％以下であることが好ましい。
【００７４】
　複合酸化物は、更に、Ｌｉ、Ｎｉ、Ｍｎ、ＣｏおよびＯ以外の元素Ｍを含むことが好ま
しく、元素Ｍのリチウムに対するモル比は１～１０モル％であることが好ましい。
【００７５】
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　具体的なリチウムニッケル含有複合酸化物としては、例えば、一般式（１）：
　ＬｉｘＮｉｙＭｚＭｅ１－（ｙ＋ｚ）Ｏ２＋ｄ・・・・（１）
（Ｍは、ＣｏおよびＭｎよりなる群から選ばれる少なくとも１種の元素であり、Ｍｅは、
Ａｌ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｍｇ、およびＺｎよりなる群から選ばれる少なくとも１種の元素であ
り、０．９８≦ｘ≦１．１であり、０．３≦ｙ≦１であり、０≦ｚ≦０．７であり、０．
９≦（ｙ＋ｚ）≦１であり、－０．０１≦ｄ≦０．０１である）で表されるものが挙げら
れる。
【００７６】
　セパレータとしては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどからなる微多孔性フィルムが
一般に用いられている。セパレータの厚みは、例えば１０～３０μｍである。
【００７７】
　本実施形態は、円筒型、扁平型、コイン型、角型など、様々な形状の非水電解質二次電
池に適用可能であり、電池の形状は特に限定されない。
【実施例】
【００７８】
　次に、本発明を実施例および比較例に基づいて具体的に説明する。ただし、本発明は、
以下の実施例に限定されるものではない。
【００７９】
　図４に示す電池３を、以下のようにして作製した。すなわち、正極板３０１は、アルミ
ニウム箔集電体に正極合剤を塗着したものを用い、負極板３０３は、銅箔集電体に負極合
剤を塗着したものを用いた。また、セパレータ３０５の厚みを２０μｍとした。正極リー
ド集電体３０２と、アルミニウム箔集電体とはレーザ溶接した。また、負極リード集電体
３０４と、銅箔集電体とは抵抗溶接した。正極板３０１と負極板３０３の間にセパレータ
３０５を配置して捲回し、円筒状の極板群３１２を構成した後、上部絶縁板３０６と下部
絶縁板３０７とともに金属製有底ケース３０８に挿入し、負極リード集電体３０４を金属
製有底ケース３０８の底部と抵抗溶接により電気的に接続した。正極リード集電体３０２
は金属製有底ケース３０８の開放端３１４から防爆弁を有した封口板３１０の金属製フィ
ルターにレーザ溶接により電気的に接続した。金属製有底ケース３０８の開放端から非水
電解液を注入した。金属製有底ケース３０８の開放端３１４には溝３１３を入れて座を形
成し、正極リード集電体３０２を折り曲げ、金属製有底ケース３０８の溝３１３に樹脂製
アウターガスケット３０９と封口板３１０と正極端子３１１を装着して、金属製有底ケー
ス３０８の開放端３１４の全周囲を、かしめて封口した。
【００８０】
　（１）負極板３０３の作製
　工程（ｉ）
　まず、水溶性高分子であるカルボキシメチルセルロース（以下、ＣＭＣ、分子量４０万
）を水に溶解し、ＣＭＣ濃度１重量％の水溶液を得た。天然黒鉛粒子（平均粒径２０μｍ
、平均円形度０．９２、比表面積４．２ｍ２／ｇ）１００重量部と、ＣＭＣ水溶液１００
重量部とを混合し、混合物の温度を２５℃に制御しながら攪拌した。その後、混合物を１
２０℃で５時間乾燥させ、乾燥混合物を得た。乾燥混合物において、黒鉛粒子１００重量
部あたりのＣＭＣ量は１重量部であった。
【００８１】
　工程（ｉｉ）
　得られた乾燥混合物１０１重量部と、平均粒径０．１２μｍの粒子状であり、スチレン
単位およびブタジエン単位を含み、ゴム弾性を有する結着剤（以下、ＳＢＲ）０．６重量
部と、０．９重量部のカルボキシメチルセルロースと、適量の水とを混合し、負極合剤ス
ラリーを調製した。なお、ＳＢＲは水を分散媒とするエマルジョン（日本ゼオン（株）製
のＢＭ－４００Ｂ（商品名）、ＳＢＲ重量割合４０重量％）の状態で他の成分と混合した
。
【００８２】
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　工程（ｉｉｉ）
　得られた負極合剤スラリーを、負極芯材である電解銅箔（厚さ１２μｍ）の両面にダイ
コートを用いて塗布し、塗膜を１２０℃で乾燥させた。塗布した負極合剤の重量は、電池
を４．２Ｖで充電したときに、黒鉛の結晶状態の１ｓｔステージと２ｎｄステージとの切
り替わり位置がＳＯＣ６０％になるように設計して決定した。前記切り替わりの位置は、
事前に負極極板を用い、対極にＬｉ金属箔を用いた電池を作成し、その電池で充放電を行
い、電圧と容量を測定し、その値を基に設計した。
【００８３】
　その後、乾燥塗膜を圧延ローラで線圧０．２５トン／ｃｍで圧延して、厚さ１６０μｍ
、黒鉛密度１．６５ｇ／ｃｍ３の負極合剤層を形成した。負極合剤層を負極芯材とともに
所定形状に裁断することにより、負極を得た。
【００８４】
　（２）正極板３０１の作製
　正極活物質である１００重量部のＬｉＮｉ０．８０Ｃｏ０．１５Ａｌ０．０５Ｏ２に対
し、結着剤であるポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）を４重量部添加し、適量のＮ－メチ
ル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）とともに混合し、正極合剤スラリーを調製した。得られた
正極合剤スラリーを、正極芯材である厚さ２０μｍのアルミニウム箔の両面に、ダイコー
トを用いて塗布し、塗膜を乾燥させ、更に、圧延して、正極合剤層を形成した。正極合剤
層を正極芯材とともに所定形状に裁断することにより、正極を得た。
【００８５】
　（３）非水電解質の調製
　エチレンカーボネート（ＥＣ）と、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）と、ジメチル
カーボネート（ＤＭＣ）とを、ＶＥＣ：ＶＥＭＣ：ＶＤＭＣ＝２０：２０：６０の重量割
合で含む混合溶媒に、１モル／リットルの濃度でＬｉＰＦ６を溶解させ作成した。
【００８６】
　（４）密閉型非水電解質二次電池１の作製
　正極板３０１と負極板３０３の間に厚み２０μｍのセパレータ３０５を配置して捲回し
、円筒状の極板群３１２を構成した後、上部絶縁板３０６と下部絶縁板３０７とともに金
属製有底ケース３０８に挿入し、封口して電池３を完成させることで、密閉型非水電解質
二次電池であるリチウムイオン二次電池１（図３）を得た。この電池は直径１８ｍｍ、高
さ６５ｍｍの円筒型電池で、電池の設計容量は２７５０ｍＡｈであった。完成した電池３
に電池缶絶縁体３３として、厚み８０μｍのポリエチレンテレフタレート製の熱収縮チュ
ーブを頂面外縁部まで覆い、９０℃の温風で熱収縮させ完成電池とした。
【００８７】
　〈電池の評価〉
　（１）ＤＣ－ＩＲの測定
　密閉型非水電解質二次電池１に対し、放電状態から、１．３７５Ａ（０．５Ｉｔ）の電
流値で充電方向へパルス充電を行い、ＳＯＣの１０％ごとにＤＣ－ＩＲを測定した。結果
、図１に示すような抵抗プロファイルが得られた。縦軸がＤＣ－ＩＲ、横軸がＳＯＣを示
している。測定は、０．５５Ａ（０．２Ｉｔ）、５．５Ａ（２Ｉｔ）でも行ったが、１．
３７５Ａでの測定とほぼ同様の値が得られた。
【００８８】
　前記測定により、図１に示されるように、ＳＯＣの３０％以下、６０％、９０％以上で
ＤＣ－ＩＲの増加が確認された。特に、６０％での増加は、パルス時間（オンのパルス幅
）が１０秒以上のパルス充電でのみ発生していることが判る。パルス時間（オンのパルス
幅）が１０秒以上のパルス充電でのみ発生していることから、比較的遅く発現する抵抗成
分で在ることが判る。このことから、この抵抗成分は、電解液中のリチウムイオンの移動
抵抗ではなく、活物質内での固相内でのリチウムイオンの移動抵抗であることが予想され
る。
【００８９】



(13) JP 5810320 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

　また、密閉型非水電解質二次電池１は、黒鉛の結晶状態の１ｓｔステージと２ｎｄステ
ージとの切り替わり位置がＳＯＣ６０％になるように設計した電池であるため、ＤＣ－Ｉ
Ｒ値が充電初期及び充電末期以外で大きくなる領域は、黒鉛の結晶状態の１ｓｔステージ
と２ｎｄステージとの切り替わり位置と一致することが確認された。
【００９０】
　（２）サイクル容量維持率の評価
　密閉型非水電解質二次電池１に対し、図５～図７に示す充電条件により電池の充放電サ
イクルを行った。図５～図７における電流値は、密閉型非水電解質二次電池１を放電した
ときに１時間で全容量を放電できる電流値を１Ｉｔとした。すなわち、密閉型非水電解質
二次電池１の場合、１Ｉｔ＝２．７５Ａ、０．５Ｉｔ＝１．３７５Ａとなる。
【００９１】
　図５～図７に示されるように、ＳＯＣの値によって４つの領域に分け、それぞれの領域
に於いて電流もしくは電力を変化させて充電制御を行った。すなわち、ＳＯＣが０－４０
％の領域、４０－６０％の領域（領域Ａ）、６０－８０％の領域、８０％－４．２Ｖの領
域の４つの領域に分けられている。上記充電制御を行うＳＯＣの領域の境界は、充電電流
を時間で積分した電気量の値で決定した。また、この各ＳＯＣ領域の電気量は、初期に確
認した電池容量を１００％として決定した。定電流（ＣＣ）充電もしくは定電力（ＣＷ）
充電の後に行われる定電圧（ＣＶ）充電では、充電カット電流５０ｍＡまで４．２Ｖで定
電圧充電を行った。
【００９２】
　初期の電池容量の確認は、以下のように行った。すなわち、１．３７５Ａの定電流で４
．２Ｖまで定電流充電を行い、その後、４．２Ｖの定電圧に保つようにして電流を制限し
、制限電流が０．０５Ａまで減少した時点で定電圧充電を終了した。その後、２０分の休
止を経て、０．５５Ａで電池電圧が２．５Ｖになるまで放電を行い、このときの放電電気
量を初期の電池容量とした。
【００９３】
　また、放電は、２．７５Ａの定電流で放電し、２．５Ｖで放電を終了する条件にて充放
電サイクルを行った。充電と放電との終わりに各々２０分間の休止を行った。
【００９４】
　３サイクル目の放電容量を１００％とみなし、１００サイクルを経過したときの放電容
量をサイクル容量維持率［％］とした。結果を図５～図７に示す。
【００９５】
　図５は、比較例１～３及び実施例１～１０を示す。図５に示される比較例１，２より、
密閉型非水電解質二次電池１は、充電電流が０．５Ｉｔ以上では、寿命特性が極端に悪化
することが判る。また、０．３Ｉｔでは、非常に良好な寿命特性を示す。
【００９６】
　また、図５に示される比較例３では、段階的に充電電流を低下させているが、充電時間
の短縮がそれほど多くないにもかかわらず、サイクル寿命が悪化していることが確認され
る。
【００９７】
　図５に示される実施例１から３では、何れも領域Ａの電流値を比較例でサイクル特性が
良かった０．３Ｉｔとし、それ以外の充電電流を大きく設定することによって、比較例１
の０．５Ｉｔとほぼ同じか、それよりも短い充電時間として充放電サイクルを行った。何
れも、充電時間が比較例１よりも短いにもかかわらず、サイクル特性は良好な結果が得ら
れた。
【００９８】
　また、実施例１～３を比較すると、領域Ａよりも充電側の領域（つまり領域ＡよりＳＯ
Ｃが高い領域）では、充電電流は小さい方がサイクル特性がよい傾向となることが分かる
。また、実施例３，４を比較して分かるように、領域Ａよりも放電側の領域（つまり領域
ＡよりＳＯＣが低い領域）では、充電電流を小さくしても、あまりサイクル特性の改善が
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見られなかった。
【００９９】
　このことから、充電電流は、領域Ａの前の電流値（つまりＳＯＣが低い充電初期の領域
）を最も大きくして、領域Ａでは、最も小さい電流値とし、領域Ａよりも充電側の領域（
つまりＳＯＣが高い領域）では、領域Ａよりも大きく、かつ充電初期の電流よりも小さい
電流値を設定することが好ましい。
【０１００】
　実施例５～１０を実施例１～４と比較することにより、環境温度が変化すると領域Ａで
流すべき限界電流が変化することが確認できた。具体的には、高温ほど電流値を大きくし
ても良好なサイクル特性が確保でき、低温になれば、逆に電流値を下げる必要がある。そ
のため、環境温度もしくは、電池の温度によって、電流値を制御することが望ましい。
【０１０１】
　図６は、比較例４及び実施例１１，１２を示す。図６に示される比較例４、及び実施例
１１、１２では、定電力による充電を行った。比較が容易となるように、平均電流値が、
比較例４では、比較例１の０．５Ｉｔ近傍となるように設定し、実施例１１、１２では、
それぞれ、実施例２、３の近傍となるように設定した。
【０１０２】
　定電力充電では、充電に伴い電池の電圧が増加すると、電力が一定になるように電流値
を減少させる。このため、定電流充電よりも電池に負荷を与えない制御であるといえる。
定電圧充電では、設定した電圧になると電流が急激に低下するため、狙った電流値での充
電が困難である。これに対して、定電力充電の場合、電流の変化が緩やかであるため、電
流値の制御が容易である。
【０１０３】
　図５、図６に示される結果より、定電力充電、定電流充電、ともに同様の傾向が得られ
た。ただし、定電力充電のほうが、定電流充電よりも劣化が抑制される傾向であることが
分かった。
【０１０４】
　図７は、実施例２，１３を示す。図７に示される実施例１３では、実施例２と同じ条件
で充放電サイクルを開始したが、５００サイクル時点での容量が初期の７０％であった。
そこで、この時点で、再度ＤＣ－ＩＲの測定を行い、領域Ａを含むＳＯＣごとに電流値の
設定を変更する場所（電気量）を再設定した。すると、再設定しない実施例２では、６０
０サイクルでの容量維持率が急激に低下している。これに対して、実施例１３では、５０
０サイクル時点で領域Ａを見直すことにより容量の急激な低下が抑制された。これは、実
施例２では、電池容量の低下にともない、ＤＣ－ＩＲが高くなる（２）の領域（図２）が
領域Ａから外れてしまい、大きい電流値での充電が（２）の領域（図２）で実施されたた
めと考えられる。すなわち、領域Ａは、電池の劣化状態に合わせて、再設定することが望
ましい。
【０１０５】
　領域Ａを広く設定すれば、多少電池が劣化したとしても、（２）の領域が領域Ａからは
み出すまで時間がかかり、再設定の頻度を落とすことが出来る。反面、領域Ａが広すぎる
と充電時間がかかりすぎてしまう。領域Ａの幅は、電池のＤＣ－ＩＲを測定して領域Ａを
再設定できる頻度が実使用でどれだけ可能であるか、に合わせて、出来るだけ短く設定さ
れることが好ましい。
【０１０６】
　なお、上述した具体的実施形態及び実施例には、以下の構成を有する発明が主に含まれ
ている。
【０１０７】
　本発明の一局面に係るリチウムイオン電池の充電方法は、リチウムイオン電池に定電流
充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、前記定電流充電は、少なくとも３回
の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３回の連続された充電段階のなかに、連
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続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記第２充電段階は、前記第１および第３
充電段階の設定電流値より低く設定された設定電流値を持つ。
【０１０８】
　この構成によれば、定電流充電は、少なくとも３回の連続された充電段階からなる。少
なくとも３回の連続された充電段階のなかに、連続された第１、第２、第３充電段階が含
まれる。第２充電段階は、第１及び第３充電段階の設定電流値より低く設定された設定電
流値を持つ。このように、第２充電段階の設定電流値が低く設定されているため、第２充
電段階において、リチウムイオン電池が劣化する度合を低減することができる。
【０１０９】
　本発明の他の局面に係るリチウムイオン電池の充電方法は、リチウムイオン電池に定電
力充電を行うリチウムイオン電池の充電方法において、前記定電力充電は、少なくとも３
回の連続された充電段階からなり、前記少なくとも３回の連続された充電段階のなかに、
連続された第１、第２、第３充電段階が含まれ、前記第２充電段階は、前記第１および第
３充電段階の設定電力値より低く設定された設定電力値を持つ。
【０１１０】
　この構成によれば、定電力充電は、少なくとも３回の連続された充電段階からなる。少
なくとも３回の連続された充電段階のなかに、連続された第１、第２、第３充電段階が含
まれる。第２充電段階は、第１及び第３充電段階の設定電力値より低く設定された設定電
力値を持つ。このように、第２充電段階の設定電力値が低く設定されているため、第２充
電段階において、リチウムイオン電池が劣化する度合を低減することができる。
【０１１１】
　上記のリチウムイオン電池の充電方法において、前記リチウムイオン電池の負極活物質
は、黒鉛を含み、前記第２充電段階は、前記黒鉛の結晶状態が変化する充電状態において
行なわれるとしてもよい。
【０１１２】
　この構成によれば、リチウムイオン電池の負極活物質は、黒鉛を含む。第２充電段階は
、黒鉛の結晶状態が変化する充電状態において行なわれる。ここで、第２充電段階の設定
電流値は、第１及び第３充電段階の設定電流値より低く設定されている。また、第２充電
段階の設定電力値は、第１及び第３充電段階の設定電力値より低く設定されている。この
ため、黒鉛の結晶状態が変化する充電状態において、リチウムイオン電池が劣化する度合
を低減することができる。
【０１１３】
　上記のリチウムイオン電池の充電方法において、充電及び放電が不規則に繰り返される
制御時に於いて、前記第２充電段階において充電される前記設定電流値もしくは前記設定
電力値の上限値が、前記第１及び前記第３充電段階において充電される前記設定電流値も
しくは前記設定電力値の上限値よりも低く設定されるとしてもよい。
【０１１４】
　この構成によれば、充電及び放電が不規則に繰り返される制御時に於いて、第２充電段
階において充電される設定電流値の上限値が、第１及び前記第３充電段階において充電さ
れる設定電流値の上限値よりも低く設定される。また、充電及び放電が不規則に繰り返さ
れる制御時に於いて、第２充電段階において充電される設定電力値の上限値が、第１及び
第３充電段階において充電される設定電力値の上限値よりも低く設定される。したがって
、リチウムイオン電池が劣化する度合を低減することができる。
【０１１５】
　上記のリチウムイオン電池の充電方法において、前記第２充電段階において１回以上の
充電を休止する休止期間が設けられているとしてもよい。
【０１１６】
　この構成によれば、第２充電段階において１回以上の充電を休止する休止期間が設けら
れている。したがって、休止期間中にリチウムイオンの負極への移動が進む。このため、
リチウムイオンの負極への移動の遅れによってリチウムイオン電池が劣化する度合を低減
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【０１１７】
　上記のリチウムイオン電池の充電方法において、前記設定電流値もしくは前記設定電力
値は、前記リチウムイオン電池の温度もしくは、前記リチウムイオン電池の周囲温度によ
って変更されるとしてもよい。
【０１１８】
　この構成によれば、設定電流値もしくは設定電力値は、リチウムイオン電池の温度もし
くは、リチウムイオン電池の周囲温度によって変更される。したがって、設定電流値もし
くは設定電力値を、リチウムイオン電池の温度もしくはリチウムイオン電池の周囲温度に
応じた適切な値に変更することができる。その結果、効率よくリチウムイオン電池を充電
することが可能になる。
【０１１９】
　本発明の一局面に係る電池搭載機器は、リチウムイオン電池と、上記のリチウムイオン
電池の充電方法により前記リチウムイオン電池の充電制御を行う充電制御部と、を備える
。この構成によれば、充電制御部によって、上記のリチウムイオン電池の充電方法により
リチウムイオン電池の充電制御が行われる。したがって、リチウムイオン電池が劣化する
度合を低減することができる。その結果、電池搭載機器を長期にわたって使用することが
可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明は、例えば、携帯電話、パソコン、デジタルスチルカメラ、ゲーム機器、携帯オ
ーディオ機器などの電子機器類や、電気自動車、ハイブリッド自動車（ＨＥＶ）などの車
両の電源に使用される非水電解質二次電池において有用であるが、本発明の利用分野はこ
れらに限定されない。

【図１】 【図２】
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